
令和6年8月1日現在
西野介護医療院

≪１割負担の場合≫
●個室の場合

675 円 771 円 981 円 1,069 円 1,149 円
14 円 14 円 14 円 14 円 14 円
22 円 22 円 22 円 22 円 22 円
6 円 6 円 6 円 6 円 6 円
6 円 6 円 6 円 6 円 6 円

920 円 920 円 920 円 920 円 920 円
1,950 円 1,950 円 1,950 円 1,950 円 1,950 円

50 円 50 円 50 円 50 円 50 円

3,643 円 3,739 円 3,949 円 4,037 円 4,117 円
１ヶ月（31日間）負担額 112,933 円 115,909 円 122,419 円 125,147 円 127,627 円

1,143 円 1,295 円 1,627 円 1,766 円 1,892 円

114,076 円 117,204 円 124,046 円 126,913 円 129,519 円

●多床室

786 円 883 円 1,092 円 1,181 円 1,261 円
14 円 14 円 14 円 14 円 14 円
22 円 22 円 22 円 22 円 22 円
6 円 6 円 6 円 6 円 6 円
6 円 6 円 6 円 6 円 6 円

560 円 560 円 560 円 560 円 560 円
1,950 円 1,950 円 1,950 円 1,950 円 1,950 円

50 円 50 円 50 円 50 円 50 円

3,394 円 3,491 円 3,700 円 3,789 円 3,869 円
１ヶ月（31日間）負担額 105,214 円 108,221 円 114,700 円 117,459 円 119,939 円

1,319 円 1,472 円 1,802 円 1,943 円 2,070 円

106,533 円 109,693 円 116,502 円 119,402 円 122,009 円

〈負担限度額認定証をお持ちの方〉
※居住費及び食費について負担限度額認定を受けている場合には、認定証に記載されている
負担限度額が、１日にお支払いいただく居住費及び食費の上限となります。

個室 居住費550円　食費300円　/日 51,456 円 54,584 円 61,426 円 64,293 円 66,899 円
多床室 居住費0円　　 食費300円　/日 38,023 円 41,183 円 47,992 円 50,892 円 53,499 円
個室 居住費550円　食費390円　/日 54,246 円 57,374 円 64,216 円 67,083 円 69,689 円
多床室 居住費430円　食費390円　/日 54,143 円 57,303 円 64,112 円 67,012 円 69,619 円
個室 居住費920円　食費650円　/日 73,776 円 76,904 円 83,746 円 86,613 円 89,219 円
多床室 居住費430円　食費650円　/日 62,203 円 65,363 円 72,172 円 75,072 円 77,679 円
個室 居住費920円　食費1,360円　/日 95,786 円 98,914 円 105,756 円 108,623 円 111,229 円
多床室 居住費430円　食費1,360円　/日 84,213 円 87,373 円 94,182 円 97,082 円 99,689 円

※上記のほかに、
・新規入所の方は30日間、初期加算として１日30円（31日930円）加算されます。
・理学療法（Ⅰ）、作業療法を実施した場合は、１回123円加算されます。
・短期集中リハビリを実施した場合は、入所日から３月以内の期間、１日240円加算されます。
・療養食を提供した場合、1回6円（１日３回を限度、１ヶ月558円）加算されます。
・テレビ、電源設備付きキャビネットを使用される場合は1日250円（31日7,750円）加算されます。

介護医療院入所利用者負担額概算（一月あたり）

要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５
＜保険給付自己負担額＞　1日あたり

・Ⅱ型介護医療院サービス費（Ⅰ）ⅰ

・夜間勤務等看護（Ⅲ）

・サービス提供体制加算（Ⅰ）イ

＜保険外利用料 ＞　1日あたり

・感染対策指導管理料

・褥瘡対策指導管理料

・居住費　　

・食費　

・教養娯楽費

１日負担額合計

介護職員等処遇改善加算（Ⅰ）　総単位数×5.1%（31日）

１ヶ月（31日間）負担額合計

要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５
＜保険給付自己負担額＞　1日あたり

・Ⅱ型介護医療院サービス費（Ⅰ）ⅱ

・夜間勤務等看護（Ⅲ）

・サービス提供体制加算（Ⅰ）イ

＜保険外利用料 ＞　1日あたり

・居住費　　

・食費　　

・教養娯楽費

・感染対策指導管理料

・褥瘡対策指導管理料

要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５

１日負担額合計

介護職員等処遇改善加算（Ⅰ）　総単位数×5.1%（31日）

第3段階②

第１段階

第2段階

第3段階①

１ヶ月（31日間）負担額めやす

１ヶ月（31日間）負担額合計 


